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恒例の春の史跡めぐりに行ってきました。例年、北九州地方でしたが、今年は島根県出雲地方

を訪ねました。

最強の運転手竹内会長が、仕事の都合で参加しなかったのですが、竹内会長に勝るとも劣らない

田中さんの運転で、和気あいあいと行ってきました。

佐太神社（直会祭） 阿太加夜神社（オロチ神）

出 雲 （ 島 根 県 ） 探 訪 記
名古屋市 加藤勝美

「古田史学の会・東海」の今年の探訪地は出

雲（島根県）でした。

出雲は、古代史にあって最重要国のひとつであ

るばかりでなく、豊富な神話に彩られたロマン

あふれる魅力的な土地柄です。日程は平成２０

年５月３～５日の３日間。絶好の天候に恵まれ、

素晴らしい旅となりました。

探訪箇所は１５カ所。参加者は林伸禧、田中正

一、磯田和典、横田幸男の各氏と加藤の５名で

す。

第 １ 日（５月３日 土曜 晴）

■佐太（佐陀）神 社
サ ダ ジンジヤ

（島根県松江市鹿島町佐陀宮内）

午後２時に現地（松江駅）に集合してレンタ

カーを借り、まずこの神社を訪問。

『出雲國風土記』記載神社。三殿からなる大社

造の立派な神社。本殿の祭神は佐太大神、伊弉

諸尊、伊弉冉尊、速玉男命及び事解男命。

訪問したとき、神々と人々がじかに集って親交

を結ぶ直会祭の真っ最中だった。
ナオライサイ
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■神魂 神 社
カ モスジンジヤ

（島根県松江市大庭町）

本殿は全国の大社造建築の中で最古と称えら

れる。国宝。改築は正平元年（１３４６年）で、

出雲大社の改築よりなんと４００年も古い。

風格も素晴らしい神社だった。

ただし、出雲を代表する古社でありながらなぜ

か『出雲國風土記』に記載がない。

■八重垣 神 社
ヤ エ ガキジンジヤ

（島根県松江市佐草町）

出雲大社より古い縁結びの神社として有名。

『出雲國風土記』記載の佐久佐社と伝えられる。

祭神は素盞嗚尊と稲田姫。素盞嗚尊が八岐大蛇

を退治して助け、妻とした女神。八重垣の古歌

でも知られる。

この神社の目玉は日本最古の神社壁画。なにし

ろ寛平５年（８９３年）に描かれたというから

古い。素盞嗚尊や稲田姫を描いており、彩色が

素晴らしい。

本殿自体は華やかで新しい感じ。

■熊野大 社
クマ ノ タイシヤ

（島根県松江市八雲町熊野）

極太の注連縄が目を引く立派な大社造。出雲

国一宮。『出雲國風土記』記載神社。

境内には稲田神社、伊邪那美神社、荒神社、稲

荷神社と豊富な社が置かれ、見所が多い。

ただ、参拝に向かうために意宇川に架けられた
オ ウ ガワ

橋がコンクリート丸出しで、朱塗りの欄干もコ

ンクリートでピカピカなのが少し気になった。

■伊邪邦美神 社
イ ザ ナ ミ ジンジヤ

（島根県松江市八雲町熊野）

明治４１年（１９０８年）一村一社の制によ

り前記熊野大社に合祀された。

元来は非常に古い時代の神社という。

■熊野神 社
クマ ノ ジンジヤ

（島根県出雲市馬木町）

夕暮れが迫りホテルに直行したつもりが、車

のナビの操作の関係ではからずも到着した小さ

な神社。

坂を下らないと実見できず、私加藤は未訪問。

祭神は伊邪那美命 事解男命 速玉男命。

近くにあった推恵神社を訪問。この神社と合祀

社と見受けられる。

第 ２ 日（５月４日 日曜 晴）

■阿太加夜神 社
ア タ カ ヤ ジンジヤ

（島根県八束郡東出雲町）

『出雲國風土記』記載神社。

国道９号を挟んでホテルの直近という位置から

訪問した、いわば付録的感覚で訪問した神社。

が、実訪してみると、出雲国造を祭神とする由

緒ある神社。ワラ製のオロチ神も印象的だった。

■揖夜（伊布夜）神 社
イヤ ジンジヤ

（島根県八束郡東出雲町）

『出雲國風土記』記載神社。大きな円鏡祭神

と極太の注連縄が印象に残る古式神社。

前記の阿太加夜神社といい、この神社といい、

出雲国本家の神社は出雲市内神社よりこちらで

はないかとみられ、今後注目する必要がありそ

う。

■平 濱 八 幡 宮
ヒラハマハチマングウ

（島根県松江市八幡町）

八幡さんとしては堂々とした立派な本殿。

祭神は應神天皇、仲哀天皇、神功皇后。本殿の
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西側（向かって左手）が武内神社。ここも大き

な円鏡祭神が印象的。裏山から、近くの国分寺

跡や国庁跡が確認できる。裏山の竜神も印象的。

■武 内 神 社
タケウチジンジヤ

（島根県松江市八幡町）

東側に平濱八幡宮が隣接。祭神は武内宿禰命。

宿禰命が長寿であったので、延命長寿、商売繁

盛等を願う人々の崇敬を受けている。

■加茂岩 倉遺跡
カ モ イワクラ イ セキ

（島根県大原郡加茂町）

今回の島根県訪問の目玉遺跡の一つ。国宝遺

跡。

平成８年（１９９６年）に農道工事の際に発見

された遺跡。ここ一カ所で全国に類例をみない

多くの銅鐸群（３９個）が発掘された。

本物は出雲大社に隣接する島根県立古代出雲歴

史博物館に収蔵されている。

こんな山中に入った丘陵に埋蔵されていたの

か、と驚く場所。訪問して実感し、ますます謎

が深まった思いに駆られた。

なお、加茂町神原地区からは景初３年（２３９

年）の刻印がある高名な三角縁神獣鏡が出土し

ている。

■荒 神 谷遺跡
コウジンダニ イ セキ

（島根県簸川郡斐川町大字神庭）
ヒ カワ ヒ カワ

加茂岩倉遺跡とともに今回の島根県訪問の目

玉遺跡の一つ。国宝遺跡。

昭和５９年（１９８４年）に農道工事予定地で

発見された。古代遺跡発掘史上最大の発掘とさ

れている。なにしろ発掘された銅剣の数がすさ

まじい。発掘時全国を合計しても３００本ほど

しかなかった銅剣が荒神谷遺跡一カ所だけで３

５８本も出土したのだから話題騒然。当時のマ

スコミの騒然ぶりを今も私加藤は鮮明に思い出

すことができる。ここもこんな山中に、という

場所で、ますます謎が深まった思いに駆られた。

なお、銅剣・銅鐸はすべて県立歴史博物館に収

蔵されている。

また、復元された銅剣・銅鐸のうち、各々1個

が直接さわれるよう展示されている。銅剣は意

外と重い。

■出雲 大 社
イ ズモタイシヤ

（島根県出雲市大社町）

あらためて記す必要がないほど島根県、否、

日本を代表する高名な大社。神宮といえば伊勢

神宮、大社といえば出雲大社をさすほどの存在。

あまりの混雑が予測されたため、夕方（５時頃）

訪れたが、それでも大勢の人々でごったがえし

ていた。『出雲國風土記』に「所造天下大神」
アメノシタツクラシシオオカミ

とある最古級の縁結び大社。

祭神は大国主大神。古代（平安期）には高さが

４８メートルに達する壮大な神殿が築造されて

いたとされ、その十分の一の模型が県立歴史博

物館に展示されていた。
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■島根県 立古代出雲 歴史博 物 館
シマ ネ ケンリツ コ ダイ イ ズモレキ シ ハクブツカン

（島根県出雲市大社町）

出雲大社に隣接して設置された日本有数の重

要博物館（平成１９年３月開館）。とりわけ古

代史研究を目指す人にとって必見の施設の一つ

といっていいでしょう。

加茂岩倉遺跡出土銅鐸、荒神谷中細形銅剣を始

め景初３年銘入り三角縁神獣鏡、出雲大社境内

遺跡出土の宇豆柱、安来市出土の双龍環頭大刀
ウ ズ バ シ ラ

等々注目すべき遺物（全て実物）が展示されて

いる。

また、前記の壮大な出雲大社本殿の実物模型も

目を引いた。

第 ３ 日 （５月５日 月曜 晴）

■美保神 社
ミ ホ ジンジヤ

（島根県松江市美保関町）

全国各地のゑびす神社（３４００社ほど）の

総本社。『出雲國風土記』記載神社。

祭神は三穂津姫命（大國主大神の后）。農業、
ミホツヒメノミコト

漁業、商業等の守護神。美保湾を臨む絶好の位

置に築造されている。

私たち参加者一同は美保神社を最後に神社・

遺跡めぐりを終了することとし、美保神社の前

のおみやげ店で、休憩したり土産物を物色した

りした。

そして、地蔵岬や美保関灯台に寄った後、一路

松江駅に向かった。

※ 美保造：大社造の社殿を横二棟並

最後に

以上、今回の出雲旅行は、期待に違わぬ有意

義、かつ、ロマンあふれる旅となりました。

特に私加藤にとっては期待以上の収穫を得た思

いがしています。立派な大社造の神社群の豊富

さには目を見張られましたし、全国屈指の弥生

遺跡２カ所をいちどきに訪ねられた意義も今後

の研究に生きてくる思いがしています。

もたもたして気の利かない加藤を色々な面で助

けて下さった参加者一同の皆さんに感謝しつつ

筆を置きたいと思います。

なお、新たに関心をもたれた方がいつでも再

訪できるようにと、所在町村名を記しておきま

したので参考になれば幸いです。

木簡「長屋親王宮鮑大贄十編」から、長屋親

王に関する諸説の紹介です。
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長 屋 親 王 に つ い て
名古屋市 石田敬一

１ はじめに

私は、そもそも「長屋親王」の木簡そのもの

が物的証拠としては第一次資料であることか

ら、長屋王は「長屋親王」と呼ばれていたこと

は確実であると単純に考えていましたが、

２００８年２月の例会で磯田和則氏から「長屋

親王」に関連した発表がありましたので、これ

を機にあらためて「長屋親王」に関する様々な

仮説について整理しました。

２ 長屋親王についての様々な説

「長屋親王宮鮑大贄十編」の木簡の発見と、

『日本霊異記』の長屋王の変に関する説話にお

いて「長屋親王」が出現することなどから、「長

屋親王」について様々な説が発表されています。

それを大別すると次の４つになります。

仮説１ 「長屋親王」の木簡があったとしても、

「親王」が史実かどうか信用できない。

正史『日本書紀』で「長屋親王」と記述がな

い以上、親王ではない。

仮説２ 「長屋親王」と「長屋王」の２種類の

木簡が見つかったから、長屋王は外部に内緒

で「長屋親王」と称していた。

仮説３ 天皇にかかわる「皇宮」「大贄」「大命」
こうぐう おおにえ たいめい

の文字が木簡にあり、長屋親王は天皇であっ

た。

仮説４ 木簡に「長屋親王」とあるので長屋親

王は「親王」であった。

３ 仮説の検討

これらの仮説について一つずつ検討します。

まず仮説１です。木簡の中で最も注目される

のが、「長屋親王宮鮑大贄十編」という荷札木

簡です。

「親王」とは、天皇の子または兄弟姉妹を称

しますが、長屋王は、天武天皇の第一皇子高市

皇子の第一子であり、天武の孫ですので、本来

「親王」には該当しません。

しかし、木簡に「長屋親王」という表記が見

つかり、生前は「親王」と呼ばれていたことは

この物的証拠から確実です。

従って、正史である『日本書紀』を重んじる

にしても、この物的証拠を前にして、仮説１は、

あたらないと思います。

仮説１は『日本書紀』の記述を絶対視した説

であり、書紀を記述した現政権の大義名分の観

点が抜け落ちた点で説得力に欠ける説です。

書紀に長屋親王と記述しないのは、藤原不比等

側の考えに立ったものであるといえましょう。

次に仮説２は、公式にではなく、長屋王邸や

長屋王の周りの人々のうちで「親王」を使用さ

せていたという説です。

つまり、長屋王は、勝手に「親王」を使って

いたとの見方です。大宝律令後あまり経過して

いない時期であるため厳しく指摘されなかった

のではないかとの見方もありますが、無断で「親

王」を使用することは、天皇に対する謀反の要

因にされることを考えると、勝手に使用するこ

とはもちろんのこと、厳しく罰せられるはずな

どないと断言できるほど軽々しいものではなさ

そうです。

また、藤原宮子の「大夫人称号」問題にかか
だ い ぶ に ん

る事件からいえば、長屋王自身は律令にこだわ

った人物であると思われます。

この「大夫人称号」問題とは、聖武天皇が藤

原夫人を尊び大夫人の称号を賦与することとし

ましたが、左大臣である長屋王らが公式令では

皇太夫人と称することになっており、違勅とな

る恐れがあることを奏言したもので、結果とし

て天皇は長屋王らの主張を認めて、記述では皇

太夫人とし口頭では大御祖とする旨を詔した事

件です。

皇太后。謂ふ、天子の母にして后の位に登る

者、皇太后と為す。妃の位に居る者、皇太妃と為

す。夫人の位に居る者、皇太夫人と為す。

（『令義解』公式令平出条）

従って、律令にこだわる長屋王が、自ら律令

に反して勝手に「親王」を使用していたとは思

えません。また、「大夫人称号」に異論する立

場からは、自らを律して落ち度がないようにす

るはずです。

つまり「長屋親王」の呼称を長屋王の周りだ

けで秘密裏に使用していたと考えることは不適

当でしょう。「長屋親王」は公式に認められな

いと使用は難しと思います。



- 6 -

なお、 この藤原宮子「大夫人称号」問題は、

その背景に、長屋王らが藤原氏に対抗すること

が根底にあったと考えられます。

次に仮説３は、「皇宮」「大贄」などの天皇

に関わる文字があることから、長屋王は天皇で

あったとする説です。

「皇宮」は天皇の宮殿、「大贄」とは天皇へ

の飲食物を指します。また「大命」の文字があ

る木簡もあり、これは天皇や君主の命令ですの

で、長屋王は天皇であったのではないかという

考えも成り立ちます。

血筋から言えば、長屋王の父は天武天皇の第

一皇子、母は天智天皇の娘御名部皇女で、純粋
み な べ の ひ め み こ

な皇族の血筋です。しかも妻は、元明天皇と草

壁皇子の娘吉備内親王であり、父の高市皇子と

ともに天皇になってもおかしくない血統といえ

ましょう。

しかし、「皇宮」「大贄」の文字があるもの

の、一方で「長屋親王」の文字があり、「親王」

と記述されている者を直ちに天皇と断定するこ

とはできないと思います。

次に仮説４は、木簡の「長屋親王」を素直に

認めようとするスタンスです。

木簡は言うまでもなく第一次資料です。

仮説４には２通りの考えがあります。一つは

「親王」の待遇若しくは「親王宣化」を受けて
しんのうせんげ

いたとするもの。もう一つは「高市皇子天皇説」

です。

「親王」の待遇については、長屋王及び長屋

王と吉備内親王との間の子らが元明天皇によっ

て二世王の待遇を受けていることなどから長屋

王に対しても特別待遇がされていた可能性は十

分にあると考えられます。

また、高市皇子が皇太子となっていたとすれ

ば、長屋王は皇孫男子であり「親王宣下」を受

けていたということはあり得ると思います。

「高市皇子天皇説」については、慎重になら

ざるを得ませんが、高市皇子が実は天皇に即位

しており、高市天皇の皇子であったから、長屋

王は「親王」であったという可能性もあると思

います。

いうまでもなく、高市皇子は天武の第一皇子

であって、「壬申の乱」で天武軍を指揮し近江

軍に勝利した第一の功労者ですから、当然天武

の第一の後継者と考えてもおかしくありませ

ん。

なお、「密かに左道を学び国家を傾けんと欲

す」として殺された長屋王の変では、密告があ

った日すなわち詮議を行う前に越前の愛発、美
あ ら ち

濃の不破、伊勢の鈴鹿の三関を封鎖しています

ので、藤原武智麻呂や宇合らは長屋王を殺すこ

とを決めた上で、長屋王の変を起こしたと考え

られます。

大規模なクーデターであったと思われます。

長屋王が実力者でなければ、三関封鎖まで実施

するほどの騒動を起こすことは無かったはずで

す。長屋王は「親王」であったからこそ、長屋

王に敵対する藤原氏は抹殺する必要があったの

でしょう。

４ まとめ

以上、長屋親王説について４つの仮説につい

て述べてきました。これらについて、当会の皆

さん方には、すでに基礎的な知識でありますが、

こうした作業が頭の中の再整理の一助になれば

幸いです。

私は、年齢の問題から天武と天智が兄弟関係

ではなかったと考えています。

それは、とりもなおさず正史『日本書紀』の記

述は大義名分に立った記述であり、事実と異な

っているとする立場です。

書紀を疑う考えに立脚すると、必然的に「長

屋親王」と書かれた第一次資料である木簡の方

を信頼することになるでしょう。

いずれにしても、いろいろな説がある中で、

私は書紀の「長屋王」に固持せず、ある時点か

らは、木簡にあるとおり「長屋親王」が公的に

使われていたと信じます。

「ひろば」での原稿募集

エッセー、紀行文、各地の遺蹟・探方記事、

書物の感想など何でも結構です。

また、古代史の研究の「ヒント」なる事項

などは大歓迎です。
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前号に引き続いて、加藤勝美氏の「古代史の

再検討－絶対年度の復元－」を掲載します。

目 次

１ はじめに

２ 不可思議な記紀の記述

３ 記紀に記された年齢

４ 暦法の開始

５ 在位年数の問題

６ 実年代の復元

７ 稲荷山鉄剣銘（検証その１の準備）

８ 江田船山鉄剣銘（検証その１の準備）

古 代 史 の 再 検 討 ( ４ )
－絶対年代の復元－

名古屋市 加藤勝美

（論考継続に先だって）

前回の論考をめぐって出席者から貴重なご指

摘をいただき感謝しています。

しかし、目下の急務は論考を進めることにある

ので、こうしたご指摘にいちいちお答えする紙

数はなく、詳細は別稿に譲るしかありません。

ただし、極めて簡略に二点だけ触れておきまし

ょう。

第一点は、土井真人さんからの稲荷山鉄剣銘

の「辛亥年」は二倍年暦の起点が不明であるか

ら西暦４７１年が「辛亥年」か否か不明ではな

いか、との指摘です。

その通りで、虚を突かれた思いがしました。

もっとも、銘文の刻まれた時点が西暦５００年

前後だという考古学的知見が重要なので、そこ

がゆるがなければ本質的論点は不変と考えてい

ます。

ただし、この一点だけは間違いありません。

二倍年暦で西暦４７１年が「辛亥年」であれば、

３０年後の西暦５０１年もまた確実に「辛亥年」

となります。

第二点は、石田敬一さんの指摘です。

主として古田武彦説に依拠したもので、「ワカ

タケル」は「ワカタシロ」で「佐治天下」も「大

王」も「シキノミヤ」も地元の王とあるが、こ

れをどう考えるか、である。詳細はここで論究

しておられないが、地方豪族を「佐治天下」と

か「大王」などと呼称した証拠でもあるだろう

か。記紀や風土記に、崇神天皇は関東まで征討

し、支配下に置いていたと明文化されているの

に・・・。

記紀や風土記は信用できないという言い方も

可能だが、そうなるとどんな立論も可能になっ

てしまう。すでに記したが、古田先生の敬服す

べきは先学にしばられないで真実を真摯に追求

しようとする姿勢であり、翻って自らの論点の

疑義を指摘され立腹されるような、そんな狭量

の先学ではないと私は信じている。論を急ごう。

９ 倭の五王をめぐって

わが国古代史にあって、四世紀、五世紀は空

白の世紀と呼ばれている。その空白を埋められ

るかもしれない、ということで期待されている

のが、有名な倭の五王で、中学校や高等学校の

教科書などにもしばしば登場する。

倭の五王が登場する中心史料は『宋書』であ

るが、その後成立した『梁書』にも登場する。

讃、珍、済、興、武の五王である。

古田武彦先生は『失われた九州王朝』(平成５

年・朝日文庫)で、この問題を詳細に論じてい

る。この問題は大家と呼ばれる人をはじめ実に

色々な論者が論陣を張っている。それらの諸説

を古田武彦先生は簡略にまとめているので、第

６表としてここに紹介してみよう。

この表で目につくのは「武＝雄略」である。

あとは雄略天皇を定点として順次遡って天皇名

を当てはめていった結果の諸説となっている。

ところが、肝心の雄略天皇自体が全く中国側史

書の説く武とは似ても似つかない。武は最低で

も４７７年（第７表の注１参照）から５０２年

まで２５年以上在位している。ところが『日本

書紀』が記す雄略天皇の在位は４５６～４８０

年で全く年代が合わない。しかも先述したよう

に、『日本書紀』の年代は２倍以上引き延ばさ

れていることは確実とみていい。かりに２倍と

しても在位は１２年にしかならない。中国側史

書が記す武の最低２５年在位という期間の半分

にも満たない。

肝心の定点がこんな有様であるからそれを遡

った結果はつじつまの合わせようがない。讃・

珍・済・興・武の名前も語呂合わせにもならな

いこじつけを平気で試みている。
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たとえば、仁徳天皇を讃にこじつける場合、天

皇の和名「大鷦鷯（オオサザキ）」の「サ」の

音を採って「讃」としたと説く。

第６表 倭の五王比定説一覧

倭王 比 定 天 皇 論 者

讃 履中天皇説 松下見林・志村楨幹・新井白石

（第十七代） ・白鳥清・藤間生大・原島礼二

仁徳天皇説 星野恒・吉田東伍・菅政友・久

（第十六代） 米邦武・那珂通世・岩井大慧・

池内宏・原勝郎・太田亮・坂本

太郎・水野裕

履中もしくは 津田左右吉・井上光貞・上田正

仁徳天皇説 昭（やや仁徳天皇説に近い）

応神天皇説 前田直典

（第十五代）

珍 反正天皇説 前田直典以外

（第十八代）

仁 徳 天 皇 説 前田直典

（第十六代）

済 允恭天皇説 異説なし

（第十九代）

興 安康天皇説 水野裕以外

（第二十代）

木梨軽皇子説 水野裕

武 雄略天皇説 異説なし

（第二十一代）

水野裕は『梁書』の「弥」を「讃」と「珍」の間に

入れて、これを履中とする

むろんこんな類のこじつけなど学説にも値し

ない、と私は思う。各天皇の在世年代も在位年

数も全く合わない。系図も整合性がとれていな

い。古代天皇のこと、系図にこだわらなくてい

いではないか、という説明の仕方もあろう。が、

伝説的な神功皇后やヤマトタケルの時代以前な

らいざ知らず、仁徳天皇以降は各論者ともおお

むね系図を認めている。だからこそ合わない系

図を無理矢理説明しようとしているわけだ。

こういった諸々の説の強引さや不自然さにつ

いては古田先生が『失われた九州王朝』で詳細

に論破している。武と雄略天皇とは全くの別人

とする古田先生の指摘に答えられた人はいまだ

にいない。ここで詳細は述べないが、興味のあ

る向きは同書によっていただきたい。

ただし、ひとこと述べておきたいのは、武と雄

略天皇とは全くの別人という帰結から、讃・珍

・済・興・武は九州王朝と論断しているが、論

理に飛躍があると私は思う。讃・珍・済・興・

武は履中天皇もしくは仁徳から雄略に至る天皇

でないことは明確だけれど、だから九州王朝の

王とただちに言えるだろうか。そうかもしれな

いし、他のたとえば出雲王朝（があったとして

の話だが）の王かもしれないからだ。九州王朝

については史料が皆無に近く、論証を求めるの

は酷に過ぎると承知しているが、Ａでなければ

Ｂとただちに言えるか疑問なしとしない。

五王は履中又は仁徳から雄略までの諸天皇で

ないことは誰の目にも明白だ。が、他の諸天皇

の可能性は皆無なのか、一応検討してみなけれ

ばならない、というのが私の疑問である。

私は九州王朝が存在したことに疑いを抱いて

いるわけではない。が、古代日本を代表する王

朝だとまで言っていいのか確信がもてない。

げんに、近畿王朝自体は存在していたのだし、

前回の検証で明示したように、崇神朝の時、す

でに近畿王朝は北から南まで幅広く支配してい

た可能性が高いからだ。

１０ 武王について（検証その２の準備）

中国側史書は、倭の五王の最後の（最後に登

場するという意味だが）王に武という名称を冠

している。中国王朝史上、王に武（王・帝）と

いう名を冠するのは特別な意味を持っている。

最後の倭王はその特別な武という名が冠せられ

ている。その倭王は東夷の国々の王の中でもひ

ときわ抜きんでた勢威を誇っていたことがうか

がわれる。

第７表をごらんいただきたい。倭の五王関係

年表だが、分かりやすくするため、年代部分は

抜き出して右欄にまとめた。さらに、より五王

関係の年表であることをはっきりさせるため、

記事は原則として五王の名前が記載されている

ものに限定して採録した。

さて、同表からうかがわれるように、中国の

天子順帝は、武の即位後まもなくの時期と推定

される昇明２年（４７８年）に、使持節・都督、



- 9 -

第 ７ 表 倭 の 五 王 関 係 年 表

番号 記 事 の 内 容 年号等参考（加藤記） 史 料 名

１ 晋、安帝（３９６から４１８年）の時、倭王賛有り。 「讃」ではなく「賛」と 『梁書』倭伝

あるが、むろん 「讃」

２ 高祖、詔して曰く「倭讃、万里貢を修む。遠誠宜しく甄すべく、 永初２年（４２１年） 『宋書』倭国伝

除授を賜う可し」と。

３ 【太祖】讃、又司馬曹達を遣わして表を奉り、方物を献ず。 元嘉２年（４２５年） 『宋書』倭国伝

讃死して弟珍立つ。 元嘉２年（４２５年） 『宋書』倭国伝

４ 使を遣わして貢献し、自ら使持節・都督、倭・百済・新羅・任 珍は諸国大将軍を自称す

那・秦韓・慕韓６国諸軍事、安東大将軍・倭国王と称し、表し るも退けられ、安東将軍

て除正せられんことを求む。詔して安東将軍、倭国王に除す。 となる。

珍、又倭隋等１３人を平西・征虜・冠軍・輔国将軍の号に除正

せんことを求む。詔して並びに聴す。

５ 【文帝】夏４月、己巳、倭国王珍を以て安東将軍と為す。 元嘉１５年（４３８年） 『宋書』帝記

６ 【文帝】是の歳、武都王・河南国・高麗国・倭国・扶南国・林 元嘉１５年（４３８年） 『宋書』帝記

邑国、並びに使を遣わして方物を献ず。

７ 【文帝】倭国王済、使を遣わして奉献す。復た以て安東将軍・ 元嘉２０年（４４３年） 『宋書』倭国伝

倭国王と為す。

８ 【文帝】使持節・都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓６ 元嘉２８年（４５１年） 『宋書』倭国伝

国諸軍事を加え、安東将軍は故の如く、并びに上る所の２３人 済において初めて６国諸 ・帝記

を軍郡に除す。 軍事安東大将軍に昇格。

済死す。世子興、使を遣わして奉献す。

秋七月庚辰、安東将軍倭王倭済、安東大将軍に進号す。

９ 世祖、詔して曰く「倭王世子興、奕世載ち忠、藩を外海に作し、 大明６年（４６２年） 『宋書』倭国伝

化を稟け境を寧んじ、恭しく貢職を修め、新たに辺業を嗣ぐ。

宜しく爵号を授くべく、安東将軍倭国王とす可し」と。

１０ 【孝武帝】３月、壬寅、倭国王の世子、興を以て安東将軍為す。 大明６年（４６２年） 『宋書』帝記

１１ 興死して弟武立ち、自ら使持節・都督、倭・百済・新羅・任那 年代不詳（４７７年？） 『宋書』倭国伝

・加羅・秦韓・慕韓７国諸軍事、安東大将軍・倭国王と称す。 （注１）

１２ 【順帝】使を遣わして表を上る。曰く「…略…」と。詔して、 昇明２年（４７８年） 『宋書』倭国伝

武を使持節・都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓６国諸

軍事、安東大将軍・倭王に除す。

１３ 【順帝】５月、戊午、倭国王武、使を遣わして方物を献ず。武 昇明２年（４７８年） 『宋書』帝記

を以て安東大将軍と為す。

１４ 【高帝】進めて新たに使持節・都督、倭・新羅・任那・加羅・ 建元元年（４７９年） 『南斉書』倭国

秦韓・（慕韓）６国諸軍事、安東大将軍・倭王武に除し、号し 伝

て鎮東大将軍と為さしむ。

１５ 【高祖武帝】鎮東大将軍倭王武を進めて征東将軍に進号せしむ。天監元年（５０２年） 『梁書』帝紀

武の進号際だつ

１６ 高祖即位し、武を進めて征東将軍と号せしむ。 天監元年（５０２年） 『梁書』倭国伝

注 1：「興死弟武立」の記事は昇明２年（４７８年）の記事の直前に置かれているが、年代不詳。武は昇明２年

（４７８年）に順帝に遣使しているので武の即位は４７７年と推定。

2：石原道博編訳『魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝』、古田武彦著『古代は輝いていたⅡ』

等により作成。
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倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍

事、安東将軍・倭王に除し、その年の５月には

六国諸軍事安東大将軍に、翌年には早々と鎮東

大将軍に進号させている。

強大な中国の天子にとって、遠国東夷の国々

の小国の一つに過ぎない倭王にこびたりする必

要は全くない。

事実、武に先立つ珍は４２５年に六国諸軍事

安東大将軍への進号を要求するも認められず、

安東将軍にとどめられている。認めるのは２６

年も経過した後の、しかも次代の済になってか

らだ。新羅、任那等他の東夷の国々には諸国諸

軍事などという将軍には除していない。

倭の武王は、新羅、任那、加羅等々の諸王よ

りもひときわ抜きんでた勢威を誇っていた、と

考えていいようだ。すくなくとも、中国側が矢

継ぎ早に進号を行わざるを得なかったことを示

している。

なお、官位の上下関係を問題にする論者もい

るが、官位の上下と実力（軍事力）とは直接結

びつかない。古今東西、実力上位の覇者がのし

あがっていく事例を挙げるにいとまがない。大

事なのは、武は東夷の諸国王より抜きんでた存

在だと中国側が認めていたらしい点だ。

さて、武なる名称に移ろう。古代中国史上、

武（王又は帝）と呼称された王は私の知る限り

７人を数える。第８表がそれである。

第８表 武王・武帝

王・帝 王朝 在位期間（年） 備 考

武王 周 前１１世紀 建国者

武帝 前漢 ＢＣ１４１～８７ ７代目

武帝 魏 ２２０年頃 曹操(※)

武帝 西晋 ２６５～２９０ 建国者

武帝 宋 ４２０～４２２ 建国者

武帝 梁 ５０２～５４９ 建国者

武帝 陳 ５５７～５５９ 建国者

※ 建国者曹操。帝位に就かず後代武帝追贈

ごらんの通り前漢７代目の武を除いてすべて

王朝の建国者であることが分かる。唯一の例外

である前漢７代目の場合も詳細を見れば、中央

集権制の確立、南越や朝鮮の征服等実質的には

建国者的な覇者であった。

魏の曹操は実質的な初代天子で、後年武帝と

冠称された覇者だ。

これ以上詳述する必要はあるまい。私が言い

たいのは古代中国にとって王を武の名で呼ぶの

は特別な意味を持っていたことだ。ずばり覇者

であり、建国者だという意味なのである。

翻って、だからといって、倭王武をそういう

意味で武王と特称したか否か分からない。だが、

分からないからといって、中国側がわざわざ武

と特称した可能性を排除してはなるまい。順帝

が倭王武を六国諸軍事安東大将軍に任命した行

為は決して軽くない。

この解答は検討してみた結果から決めればいい

のである。

１１ 五王の検証（第２の検証）

さて、いよいよ第２の検証を行うときがやっ

てきた。第５表に復元された実質年代に照らし

て倭の五王がだれなのかを検証するときが訪れ

たのだ。

先ず、倭の五王の記述年代を第９表に抜き書

きしてみよう。

第９表 倭の五王の記述年代

倭王 宋 書 梁 書 備 考

讃 ４２１、４２５年 －

珍 ４２５、４３８年 － 讃の弟

済 ４４３、４５１年 －

興 ４６２年 － 済の子（世子）

武 ４７８，４７９年 ５０２年 興の弟

年代が飛び飛びではっきりしない面がある

が、はっきりしているのは次の点だ。

●五 王 の 年 代：４２１～５０２年の８０年余

●武の在位年代：４７７～５０２年の２５年余

私は、江田船山古墳と稲荷山古墳の鉄剣銘文

から割り出した「ワカタケル大王」が十代崇神

天皇その人であることをすでに検証した。
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その年代は、持統６年（６９０年）を起点と

して復元された「実年代推計」（第５表）のＢ

案にぴったりであることが分かっている。崇

神天皇以前に年代が算出できる天皇は崇神天

皇ただ一人である。それ以前は『古事記』に

崩御年が全く記されていないからだ。

Ｂ案によれば、崇神天皇の崩御年は西暦５

０４年。倭の五王の内、この年代に在世して

いたのは武と呼ばれた王をおいて他になく、

五王最後の王である。

つまりこうだ。中国史書に記された倭王武

の候補者たりうる王は第５表Ｂ案に従う限り、

たった一人しかいない。崇神天皇その人だ。

問題は、この候補者が中国史書に記された武

に相応しい人物か否かである。加えて在位年

代も合致していなければならない。

先ず在位年代から検討しよう。『日本書紀』

によれば崇神天皇の在位は６８年間である。

二倍年暦なら３４年間ということになる。も

っとも、『日本書紀』は年代そのものを引き延

ばしており、在位年数の上限は３４年と考え

なければならない。なお、いわずもがなだが、

武の定説となっている雄略天皇の場合、先述

したように、同じ『日本書紀』の在位年数で

同じ２倍年暦換算だと上限はたった１２年に

しかならない。

他方、中国史書からうかがわれる武の在位

年代は最低でも２５年（４７７～５０２年）

になる。Ｂ案に従えば、崇神天皇は５０４年

崩御である。崩御年まで在位していたとすれ

ば、２７年（４７７～５０４年）の在位が最

低ということになる。上限が３４年、下限が

２７年。

武にかかわる中国側の記述は４７７～５０

２年の２５年にわたっている。年代からいっ

ても在位年数からいっても、崇神天皇と倭王

武は気味が悪いくらいぴったり重なっている。

そればかりではない。もっと驚くべき符合

がある。

さきに、私は王に冠せられる武という称号

は特別な意味を古代中国ではもっていたこと

を示した。古代中国で武（王・帝）は７人も

の多きにわたっている。そして、そのことご

とくが覇者ないし建国者であった。この意味

での王者は近畿王朝ではよく知られているよ

第５表 実年代推計

代 天皇 古 事 記 実 年一 崩 御 S ÷ 推 計 実 年

名 崩 御 年 次推計 年 差 ２

（P） （S） (A案) (B案）

1 神武 戊寅（書紀）(78) (240) 120 341 384

2 綴靖 －

3 安寧 －

4 懿徳 －

5 孝昭 －

6 孝安 －

7 孝霊 －

8 孝元 －

9 開化 －

10 崇神 戊寅年十二月 318 37 18.5 461 504

11 垂仁 －

12 景行 －

13 成務 乙卯年三月 355 7 3.5 479 522

14 仲哀 壬戌年六月 362 32 16 483 526

15 応神 甲午年九月 394 33 16.5 499 542

16 仁徳 丁卯年八月 427 5 2.5 515 558

17 履中 壬申年正月 432 5 2.5 518 561

18 反正 丁丑年七月 437 17 8.5 520 563

19 允恭 甲午年正月 454 35 17.5 529 572

20 安康 －

21 雄略 己巳年八月 489 38 19 546 589

22 清寧 －

23 顕宗 －

24 仁賢 －

25 武烈 －

26 継体 丁未年四月 527 8 4 565 608

27 安閑 乙卯年三月 535 49 24.5 569 612

28 宣化 －

29 欽明 －

30 敏達 甲辰年四月 584 3 1.5 594 637

31 用明 丁未年四月 587 5 2.5 595 638

32 崇峻 壬子年十一月 592 36 18 598 641

(12) (6)

33 推古 戊子年三月 628 604 659

34 舒明 在位１３年 －

35 皇極 在位 ３年 －

36 孝徳 在位１０年 －

37 斉明 在位 ７年 －

38 天智 実 質 在 位 10年 －

39 弘文 在位 １年

40 天武 在位１４年 690 690

41 持統 持統 ６年

注１ 推計実年（Ａ案）は基準年を６０４年（推古１

２年）として算出。

２ 推計実年（Ｂ案）は基準年を６９０年（持統４

年）として算出。結局Ａ案＋４３年。

３ 神武天皇は古事記に崩御年不記述。日本書紀で

は戊寅年崩御になる。崇神も戊寅年崩御。

神武の崩御年は両天皇の崩御差を１２０年と仮定

して算出したひとつの参考値（本文参照）

４ 弘文天皇は『日本書紀』では即位していない。
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うにたった二人しかいない。神武天皇と崇神天

皇の二人である。共に「ハツクニシラススメラ

ミコト」（初めて国を治められた天皇という意

味）と呼ばれている。『古事記』に記された３

３人もの天皇中たった二人しか該当しない。ま

さに武王と特称するに相応しい（すなわち建国

の王そのものの）存在なのである。

神武天皇と崇神天皇では崇神天皇の方がより

武王と特称されるに相応しい存在だ。神武天皇

は、大和の国の王にとってかわったが、支配権

は大和にほぼ極限されている。これに対し、崇

神天皇は大和から北陸道、東海道、西海道、丹

波方面の四方面に各々討伐のために将軍（いわ

ゆる四道将軍）を発するなど、建国の祖と呼ば

れるに相応しい勢力の大拡大を敢行している。

王の中の王、大王と呼ばれるに相応しい人物な

のである。ときの中国の天子順帝が、崇神天皇

を武と呼び、使持節・都督、倭・新羅・任那・

加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東大将軍・倭

王に任命したのも故ないことではなさそうなの

である。

これまで、中国側が倭王の一人を武と称した

ことについては何の検討もなされてこなかっ

た。が、崇神天皇を漫然と武と称したのではな

く、崇神天皇こそ武と呼ぶに相応しい王者と考

えての命名たった可能性が高いのである。『日

本書紀』に記された在位年数（二倍暦）も人物

像も武にぴったりのうえ、『宋書』記述の在世

年代と第５表Ｂ案の在世期がぴったり合致して

いる。崇神天皇をおいて他に武が考えられるだ

ろうか。

もっとも、これまで武は自称とする見方が多

い。自称ならなおさら建国者と自ら意識してい

た可能性が高いといえよう。

１２ 天皇と五王の対応

すでに繰り返し述べたように、第５表は単純

に『古事記』の崩御干支を遡って二倍年暦換算

しただけの表であって、何ら加工の手を加えて

いない。記紀に建国者の存在が明記されている。

また「ワカタケル」は、日本の古い金石文であ

る稲荷山鉄剣銘と江田船山鉄剣銘に大王と記さ

れている。『常陸国風土記』も関東まで進出し

ていたと明記している。さらに中国側の史書に

記された倭王武の在位年と在世期がぴったり一

致している。これだけ数多くのバラバラの史料

が記す年代や王者像が見事に崇神天皇に一致し

ている。こんなことが偶然に一致し得るだろう

か。これを疑う人はこれ以上多くの数々の史料

を提出して反証する義務を負うことになる。

こうして、第５表にかかる第２の検証は終了

を迎えた。ここでも持統６年（６９０年）を起

点として復元されたＢ案の年代が正鵠を射てい

ることが確認される。第１の検証に続き第２の

検証も無事通過と断じてよいだろう。となれば、

十代崇神天皇が西暦５００年頃の人物であるこ

とは確定的だ。というよりそうだと断定するほ

かない。従来西暦５００年よりも１００年以上

も前の天皇と信じられてきた崇神天皇がその実

５０４年まで在世していたとはまことに驚くべ

き帰結だ。が、「ワカタケル」、「シキノミヤ」、

「倭王武」「５０２年に在世」といった数々の

符合がある以上、この帰結は動かしようがない。

起点となる武が崇神天皇で確定的となれば、

武に先立つ倭王、讃、珍、済、興は崇神天皇に

先立つ諸天皇に相違ない。そればかりか系図は

もとよりその存在自体が疑われてきた十代崇神

天皇以前の、いわゆる伝説上の天皇のことごと

くが実在天皇であることも確定的と考えなけれ

ばならなくなる。加えて中国側史書の記述によ

って、その生存年代、さらにはその系図の一部

さえ復元可能になるのである。

ここに伝説的古代天皇と倭の五王との対応を

示すと以下のようになると考えられる。

第１０表 倭の五王と古代天皇（その１）

倭王 比 定 天 皇 在 位 期 間 備 考

讃 六代孝安天皇 ４１８～４２５年

（在位７年）

珍 七代孝霊天皇 ４２５～４３８年 讃（孝安天

（在位１３年） 皇）の弟

済 八代孝元天皇 ４４３～４６１年

（在位１８年）

興 九代開化天皇 ４６２～４７７年 済（孝元天

（在位１５年） 皇）の皇子

武 十代崇神天皇 ４７７～５０２年 興（開化天

（在位２５年） 皇）の弟
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在位年数は『宋書』等の記述から確認できる

最低年限だが、珍と済の間は５年空いている。

このため、珍と済の間にもう一代倭王が在位し

ていた可能性を残している。そうなると天皇は

一代ずれてくることになる。済以降は変わらな

いが、讃から済は次表のようになる。

第１１表 倭の五王と古代天皇（その２）

倭王 比 定 天 皇 在 位 期 間 備 考

讃 五代孝昭天皇 ４１８～４２５年

（在位７年）

珍 六代孝安天皇 ４２５～４３８年 讃（孝安天

（在位１３年） 皇）の弟

？ 七代孝霊天皇 ４３８～４４３年

（在位５年）

済 八代孝元天皇 ４４３～４６１年

（在位１８年）

興 九代開化天皇 ４６２～４７７年 済（孝元天

（在位１５年） 皇）の皇子

武 十代崇神天皇 ４７７～５０２年 興（開化天

（在位２５年） 皇）の弟

このあたりは新史料でも発見されない限り、

どちらとも確定できない。が、いずれにせよ伝

説的存在とされてきた古代天皇群が実在天皇と

して生き生きとよみがえってくる気持ちに襲わ

れる。が、その思いは私だけの思いであろうか。

実年代復元に伴って見えてきた大きな収穫のひ

とつといっていいと思うのである。

そして検証はこれで終わらない。

次回の検証は『日本書紀』継体紀に記された

奇怪な記事「日本の天皇、皇太子、皇子皆死去」

の謎を取り上げ、吟味してみたい。

ひ ろ ば

公立図書館・大学付属図書館の利用
瀬戸市 林 伸禧

最近の公立図書館・大学付属図書館は、一般

の人々が大変利用しやすいようになってきまし

た。

現在まで、判明しているのは次のとおりです。

具体的には、個々の図書館のホームページで確

認してください。

◎蔵書検索

・公立図書館・大学付属図書館での蔵書検索

が、インターネットを利用して自宅から出来

るようになりました。

・県立図書館のホームページでは、横断検索と

して、県内の公立図書館の蔵書検索が一度に

出来るようになりました。（愛知、岐阜、三

重県図書館）

併せて、地元の大学付属図書館の蔵書検索も

出来る県立図書館もあります。（岐阜県→岐

阜大学他、三重県→三重大学）

・全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌の

検索ホームページ

横断検索。 http:/webcat.nii.ac.jp

連想（一致）検索

http://webcatplus.nii.ac.jp

◎図書閲覧

・多くの大学付属図書館では、学外者（一般人）

でも書物の閲覧が可能です。

大学付属図書館のホームページで確認してく

ださい。

◎図書貸出

・愛知県図書館収蔵書物は、地元図書館を窓口

として貸出しを受けることが出来ます。

・東海三県の県立図書館では、相互に書物の貸

借協定を結び、わざわざ他県に行かずとも貸

出しを受ける事が出来るようになりました。

・また、３県に於いては、他県の市町村収蔵の

書物も地元公共図書館を窓口として、貸出し

を受けれます。

・公立図書館では、地元住民以外（隣接市町村

住民等）でも、貸出しを認めている場合が多

くなりました。

・大学付属図書館は、学外者（一般人）でも貸

出しを認めている図書館が多々あります。（名

古屋大学、愛知県立大学、南山大学等）

また、地元公共図書館を窓口として、大学付

属図書館の書物の貸出しを受けることもでき

る場合もあります。
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５月例会報告

○ 出雲（島根県）探訪記

名古屋市 加藤勝美

５月３日（土）～５日（月）に島根県出雲

地方の史跡・神社の訪問結果を報告された。

○ 『隋書』の原文改定

瀬戸市 林 伸禧

『隋書』東夷伝俀国の王多利思北孤は、岩

波文庫の『新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・

宋書倭国伝・隋書倭国伝－中国正史日本伝

』では、何の注書もなく「多利思比孤」と

記述されている。これは一種の原文改定では

ないかと述べられた。

なお、論証として、『隋書』夷蛮傳（列伝

巻４６～４９）に記載されている「北（９５

個）、比（６個）」を全て拾出し」字体を確

認したところ、王は多利思北孤としか読めな

いとされた。

○ 古代史の再検討（３）－絶対年代の復元－

名古屋市 加藤勝美

「東海の古代」９３号で発表した内容を説

明された。

なお、土井真人氏から考古遺物に記載され

ている干支から２倍年暦で年代を推定する場

合には、慎重を要すると述べられた。

○ 「九州王朝説」批判について

岐阜市 竹内 強

『伊豫史談』３３９号で、九州王朝説を論

拠とした合田洋一論文の批判論文及びその後

の状況を説明された。

○ 「『二中歴』に関する文献の留意点」その

後

瀬戸市 林 伸禧

『古辞書の研究』（川瀬一馬著）に誤植が

あり、オンデマンド出版をしている雄松堂出

版に通知したところ、今後出版する場合には

改めるとの連絡があったと報告をされた。

○ 合田洋一著「伊予国府の比定地」について

瀬戸市 林 伸禧

合田洋一氏から贈呈された『伊豫史談』

３４９号に掲載されていた合田洋一説を紹介

された。

会 員 総 会 の お 知 ら せ
平成２０年度「古田史学の会・東海」の会

員総会を、６月例会終了後に開催します。

６月例会に参加を

日 時：6月 8日（日）午後１時30分～５時

場 所：名古屋市市政資料館（第１集会室）

Tel:052-953-0051

名古屋市東区白壁１丁目３番地

交通機関

・地下鉄名城線「市役所」駅下車、東徒歩８分

・名鉄瀬戸線「東大手」駅下車、南徒歩５分

・市バス「市政資料館南」下車、北徒歩５分

・ 〃 「清水口」下車、南西徒歩８分

・ 〃 「市役所」下車、東へ徒歩８分

駐車場

・名古屋市市政資料館：１２台収容(無料)

・ウィルあいち(愛知県女性総合センター)地下

駐車場：南隣、有料（３０分１７０円）

・鈴木不動産コインパーク：南東角交差点の

東、有料（４０分２００円）

参加料：５００円（会員無料）

今後の予定

7月例会： 7月13日（日）名古屋市市政資料館

8月例会： 8月10日（日）名古屋市市政資料館

例会は原則として毎月第２日曜日です。

古田先生とその学問に興味のある方ならどな

たの参加も歓迎します。また参加に際し事前連

絡は不要です。遅刻・早退もかまいません。

例会での研究報告、見解発表は大歓迎です。

資料を配布される場合は、なるべく「１８部」

ご用意願います。


